
�療��平成�⼩���（�下、当�）では「保��療���び保��療担当�則等」に
基づき、�下の算�を⾏っています。

＜�����算＞
当�では、「かかりつけ�」��を有する��として、�����算を算�しており�下の
�り�みを⾏っております。
・受�されているほかの�療��や処�されている�薬品を把�させていただくため、お
薬⼿�のご提⽰やご�問をさせていただく場�がございます。
・必�に�じて、専⾨�師や専⾨�療��をご��させていただきます。
・����の�果等の���理に�る相�に�じます。
・��・保�サービスに�る相�に�じます。
・�療時間�を�む、��時の����等に�る情�提供を⾏います。

＜�療情��得�算＞
当�は、マイナ保��の利⽤や問�票等を�じて�者�の�療情�を�得・活⽤すること
により、�の�い�療の提供に�めている�療��（�療情��得�算の算��療��）
です。国が�めた�療�酬算��件に従い、�下のとおり�療�酬点�を算�します。
・���マイナ保��利⽤（情��得同�）する�1点
・���マイナ保��利⽤（情��得同�）しない�3点
・再��マイナ保��利⽤（情��得同�）する�1点
・再��マイナ保��利⽤（情��得同�）しない�2点
正�な情�を�得点活⽤するため、マイナ保��によるオンライン����等の利⽤にご
理�とご協⼒をお願いします。

＜�療DX��体制���算＞
当�では、令和6年6⽉の�療�酬��に�う、�療DX��体制��について�下のように
��します。
・オンライン��を⾏っています。
・オンライン����を⾏う体制を有しています。
・�師がオンライン����を利⽤して�得した�療情�を、�療を⾏う���または処
��において閲�または活⽤できる体制を有しています。
・電�処�箋を発⾏する体制については、電�カルテメーカーと協�中です。（令和7年3⽉
31⽇までの��措�）
・電�カルテ情�共有サービスを活⽤できる体制については、電�カルテメーカーと協�
中です。（令和7年9⽉30⽇までの��措�）
・マイナンバーカードの��保��利⽤の使⽤に�して、⼀��度の��を有していま
す。
・�療DX��の体制に�する事項�び、�の�い�療を��する為の��な情�を�得・
活⽤して�療を⾏うことについて、�内の⾒やすい場��びホームページ上に掲⽰してお
ります。

＜�発�薬品使⽤体制�算＞（�来�発�薬品使⽤体制�算も同�）
当�では�発�薬品（ジェネリック�薬品�先発�薬品と同じ成�を�み、同じ�果が期
待できる�薬品）の使⽤に積�的に�り�んでおり、�薬品の供�が不⾜した場�に、�
薬品の代替品の提供や⽤量・��⽇�などの処��更に�して�切な��を⾏います。

ご理�賜りますようよろしくお願いいたします。
�療��平成�⼩��� ��


